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2024年度の介護報酬改定により3つの処遇改善
加算が一本化（介護職員等処遇改善加算）
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介護職員等処遇改善加算詳細図

処遇改善加算見直し概要2（社保審・介護給付費分科会（3）4 240122）より抜粋



主な改正点介護職員等処遇等改善加算

 2023年度までの介護保険法においては、介護職員の処遇改善を目的とした加算
は、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つにわかれ
るます。これらの加算は同じ目的のもとに創設されたもののそれぞれ算定要件や
加算率が異なり、加算への理解や算定手続きの煩雑さなどが課題となっていまし
た。
 また、このような背景から、加算を算定できるのにも関わらず加算を算定しな
いことを選ぶ事業所が多くいることも問題となっています。今年の6月から「処
遇改善加算」の制度が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率の引き
上げが行われました。
 処遇改善加算の算定要件は、①月額賃金改善要件②キャリアパス要件③職場環
境等要件の3つの軸に分かれます。
 また、3つの軸の中でも加算区分に基づいて細分化されるため、処遇改善加算
の算定要件には以下の8つが設定されています。



処遇改善加算の算定要件には以下の8つ
が設定されています

1. 月額賃金改善要件Ⅰ 新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善

2. 月額賃金改善要件Ⅱ 旧ベースアップ等支援加算額の2/3以上の新規の月額
賃金改善

3. キャリアパス要件Ⅰ 任用要件・賃金体系の整備など

4. キャリアパス要件Ⅱ 研修の実施など

5. キャリアパス要件Ⅲ 昇給の仕組みの整備など

6. キャリアパス要件Ⅳ 改善後の年額賃金要件

7. キャリアパス要件Ⅴ 介護福祉士などの配置要件

8. 職場環境等要件 掲げられた処遇改善の取り組みへの実施



処遇改善加算の算定に必要なキャリアパス要件とは？

キャリアパス要件
加算区分 キャリア

パス要件
Ⅰ

キャリア
パス要件
Ⅱ

キャリア
パス要件
Ⅲ

キャリア
パス要件
Ⅳ

キャリア
パス要件
Ⅴ

処遇改善加算Ⅰ 〇 〇 〇 〇 〇

処遇改善加算Ⅱ 〇 〇 〇 〇

処遇改善加算Ⅲ 〇 〇 〇

処遇改善加算Ⅳ 〇 〇



キャリアパス要件Ⅰ　任用要件・賃金体系の整備など

1. 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む）を定めていること

2. 1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に
支払われるものを除く）について定めていること

3. 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての
介護職員に周知していること
※：常時雇用する者の数が10人未満の事業所など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所などにおいては、就業規則の代わりに内規などの整
備・周知をおこなうことでも問題ない

必要ツール キャリアパス表（次ページにサンプル） 10人以上の事業所は就
業規則(または給与規程)において、役付手当等、職位により支給金額が分かるよ
うに記載する必要があります。常用労働者10人以上の事業所は事業所を管轄す
る労働基準監督署に提出が必要です。



キャリアパス表を構築し人材育成・昇給・賃金体系等に反映

長崎県 キャリアパス要件Ⅰのイメージより引用



キャリアパス要件Ⅱ　研修の実施・資格取得支援など

資格取得のための支援を実施 資格取得に向けた今年度の目標を設定。職員への周知が必要 支援策例
勤務シフト調整・休暇付与・費用援助：すでに実施している事業所は研修規程等に受講時期（職位・役割
等）・費用の負担を記載しておくと良いでしょう。



キャリアパス要件Ⅲ　昇給の仕組みの整備など

キャリアパス要件Ⅲを満たすためには、経験・資格・評価の3軸に基づいた昇給がおこなわれる必要があり
ます。なお、昇給の条件は経験・資格・評価の3軸を組みあわせたものでも問題ありません。



和歌山県介護職員処遇改善加算制度概要より抜粋



和歌山県介護職員処遇改善加算制度概要より抜粋



キャリアパス要件Ⅳ　改善後の年額賃金要件

経験・技能のある介護職員（経験10年以上の介護福祉士資格者）のうち１人以
上は、賃金改善後の年収が440万円以上であること。既に居る場合は、新たに
設ける必要はありません。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が
困難な場合であって、合理的な説明がある場合は例外措置として設けなくても
良いとされている。

小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げること
が困難な場合

また、令和６年度中は、旧介護職員等特定処遇改善加算同様に、賃金改善額が
月額平均８万円（賃金改善実施期間における平均とする。）以上の職員を置く
ことにより、上記の要件を満たしますが、令和7年度からは廃止される。



キャリアパス要件Ⅴ　介護福祉士などの配置要件

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること

キャリアパス要件Vについて 厚生労働省 介護職員等処遇改善加算QA2より抜粋



職場環境等要件　掲げられた処遇改善の取り組みへの実施



就業規則・評価制度構築のご相談に社会
保険労務士をご活用下さい！！


